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１【提出理由】

 2016年６月22日開催の当社第86回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。 

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日 

2016年６月22日 

 

(2）当該決議事項の内容 

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

イ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金20円

配当総額   1,003,766,120円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2016年６月23日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金     2,000,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金   2,000,000,000円

第２号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、所要の変更を行う。

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松田年真、斎藤善敬、糸永和広、鈴木一人、

松本隆次郎、向山敦浩、中谷賢史および井上憲一を選任する。 

第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、鈴木宏典、深津克好、辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統を選任す

る。

第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、田畑隆久を選任する。

第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内と定める。

第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額90百万円以内と定める。
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(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な

らびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議の結果

第１号議案 440,012 362 0 98.43 可決

第２号議案 438,703 1,671 0 98.13 可決

第３号議案          

松田 年真 431,594 8,780 0 96.54 可決

斎藤 善敬 437,716 2,658 0 97.91 可決

糸永 和広 437,720 2,654 0 97.91 可決

鈴木 一人 437,721 2,653 0 97.91 可決

松本 隆次郎 437,714 2,660 0 97.91 可決

向山 敦浩 437,718 2,656 0 97.91 可決

中谷 賢史 437,722 2,652 0 97.91 可決

井上 憲一 431,599 8,775 0 96.54 可決

第４号議案          

鈴木 宏典 433,338 7,036 0 96.93 可決

深津 克好 433,331 7,043 0 96.93 可決

辻 慶典 428,702 11,672 0 95.90 可決

佐藤 雅秀 437,092 3,282 0 97.77 可決

杉山 一統 437,056 3,318 0 97.76 可決

第５号議案          

田畑 隆久 440,172 202 0 98.46 可決

第６号議案 439,484 652 238 98.31 可決

第７号議案 439,507 629 238 98.31 可決

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりであります。

第１号議案、第６号議案および第７号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半

数の賛成であります。

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席

した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

第３号議案、第４号議案および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主

分）に対する、事前行使分および当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数

の割合であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計

したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、

反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以 上
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